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１．総則 

 

１．１ 基本方針 

本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。 

① 入所者・利用者の安全確保 

社会福祉施設等は、体力が弱い高齢者等に対するサービス提供を行うことを認識し、自然

災害が発生した場合、深刻な人的被害が生じる危険性があるため、「入所者・利用者の安全

を確保する」ことが最大の役割である。そのため、「入所者・利用者の安全を守るための対

策」が何よりも重要となる。 

 

② サービスの継続 

入所施設は、入所者・利用者の健康、身体、生命を守るために必要不可欠な責任を担って

おり、自然災害発生時にも業務を継続できるよう事前準備を入念に進めることが必要である。

入所施設は入所者に対して「生活の場」を提供しており、例え地震等で施設が被災したとし

ても、サービスの提供を中断することはできないと考え、被災時に最低限のサービスを提供

し続けられるよう、自力でサービスを提供する場合と他へ避難する場合の双方について事前

の検討や準備を進めることが必要となる。 

 

③ 職員の安全確保 

自然災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、長時間勤務や精神的打撃など職員

の労働環境が過酷になることが懸念される。したがって、職員の過重労働やメンタルヘルス

対応への適切な措置を講じることとする。 
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１．２ 推進体制 

平常時の災害対策の推進体制は以下のとおりとし、各担当職員は災害時に備えてあらかじめ

想定しておくことが必要である。 

 

   役 割 業務内容 役 職 等 

災害対策統括責任者 ・災害対策を統括する 施設長 

情報収集、連絡班 

・職員や入所者、入所者家族、関係機関

への連絡 

・災害に関する情報の収集 

生活相談員 

事務員 

救 護 班 ・傷病者や体調不調者の救護 看護師 

 
 

避難誘導班 ・入所者や入所者家族の避難誘導、搬送 看護師     

生活支援員 

 物資・調達班 

・平常時の物資備蓄、非常時の物資持出 

・平常時の施設、設備の点検 

・災害発生の恐れがあるときの施設、設

備の補強等 

・災害発生後の施設、設備、周辺の被災

状況確認 

事務員 

栄養士 

看護師 

生活支援員 

生活相談員 
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１．３ リスクの把握 

（１）当施設の立地条件等は以下のとおりである。 

①養護老人ホーム 八田荘 

 府道36号線小阪西交差点より徒歩15分の台地上に位置し、鉄筋コンクリート造4階建住居

棟1棟と、鉄筋コンクリート造平屋建共用灯1棟（延べ床面積4997.31㎡）からなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害危険区域の指定等 ・特に指定はされていない。 

事業所周辺の概要 

・施設周辺は川等の流域に入っていないため津波や洪水など水

害の警戒区域には指定されていない。 

・施設の敷地外ではあるが、施設が位置している台地の傾斜部

の一部が土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾斜

地崩壊危険個所に指定されている。 

建物の概要 

・鉄筋コンクリート造4階建住居棟(平成8年築) 

・鉄筋コンクリート造平屋建共用棟（平成10年築） 

・入所120床 

・暖冷房は電気を熱源とする。 
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 〇周辺ハザードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八田荘 
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〇地震被害想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）想定される災害の種別と事業所等への被害 

 

 

 

地 震 

・建物倒壊、外壁やガラス破片の落下 

・建物内天井材の落下、物品の落下、調度品の転倒 

・火災の発生 

・ライフライン（電気・水道・都市ガス）の停止 

・通信手段の途絶 

・道路の寸断等による孤立 
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風水害 

（土砂災害含む） 

・雨漏り 

・強風等による建物の損壊、敷地内の樹木が倒れて建物の損

壊や避難経路の遮断 

・ライフライン（電気・水道・都市ガス）の停止 

・通信手段の途絶 

・周辺地域の浸水等による孤立 

火 災 ・延焼の拡大 

 

１．４  優先業務の選定 

（１）優先する業務 

※職員数以外の要因であるライフライン（電気、水道、都市ガス）の供給休止又は制限がある場

合は臨機応変に対応することとする。 

 

１．５ 研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し 

（１）具体的な災害を想定した災害対応訓練を年2回実施する。訓練では、職員等が役割分担に

応じた行動手順を実施し、入所者にも参加してもらう。一連の訓練のうち、人命確保の観

点から特に避難訓練を重視するものとし、避難場所や避難経路、避難方法等の妥当性につ

いて確認するとともに、自力での避難が困難な入所者の避難方法を訓練の中で検証する。 

訓練実施後は、必要に応じて訓練参加者でミーティングを行い、訓練状況の検証を行

い、本計画の見直しを行う。 

（２）研修は、年2回各部署において行う。 

 

 

２．平常時の対応 

 

２．１ 建物・設備の安全対策 

（１）人が常駐する場所の耐震措置 

   昭和 56 年施行の新耐震基準こそ満たしているものの、築 30 年弱が経過しており、建物・ 

設備の老朽化は否めない。 

職員数 出勤率 30％ 出勤率 50％ 出勤率 70％ 出勤率 90％ 

優先業務の基準 
生命を守るため 

必要最低限 

食事・排泄中心 

その他減少・休止 

ほぼ通常   

一部減少・休止 
ほぼ通常 

食事の回数 減 少 減 少 朝・昼・夕 ほぼ通常 

食事介助 必要な方に介助 必要な方に介助 必要な方に介助 ほぼ通常 

排泄介助 必要な方に介助 必要な方に介助 必要な方に介助 ほぼ通常 

入浴介助 清拭 一部清拭 一部清拭 ほぼ通常 

医療的ケア 必要に応じて 必要に応じて 必要に応じて ほぼ通常 

洗 濯 使い捨て対応 必要最低限 必要最低限 ほぼ通常 

シーツ交換 汚れた場合 順次、部分的に交換 順次、部分的に交換 ほぼ通常 
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（２）設備の耐震措置 

① 居室・共用スペース・事務所など、職員、入所者が利用するスペースでは、設備・什

器類に転倒・転落・破損等の防止措置を講じる。 

② 不安定に物品を積み上げず、日頃から整理整頓を行い転落を防ぐ。破損して飛散した場

合に特に留意が必要な箇所や避難経路には必要に応じて飛散防止フィルムなどの措置を

講じる。 

③ 消火器等の設備点検及び収納場所の確認を行う。 
 

（３） 風水害対策 

① 施設周辺の水路が氾濫する恐れがないか、雨漏りによる被害の危険性がないかなど周囲 

 の状況を定期的に確認する。 

② 外壁のひび割れ・欠損等はないか、周囲に倒れそうな樹木がないか定期的に確認する。 

③ 暴風により危険性がある箇所はないか定期的に確認する。 

 
２．２ 電気が止まった場合の対策 

稼働させるべき設備 自家発電機又は代替策 

情報機器：電話、パソコン、 

テレビ、インターネットなど 

（自家発電機では対応が困難） 

〇自家発電機（出力、電圧）102PS, 220V 

燃料：軽油 75ℓ、継続時間 3時間 
 

〇乾電池：単一10本、単三80本      

単四80本 

 

生活家電：冷蔵庫、洗濯機 

（冷蔵庫は作り置きの氷や保

冷剤などを使用、洗濯機は使

用が困難） 

照明機器：照明、懐中電灯など 

（照明は困難なので、懐中電灯
などを使用） 

 

２．３ ガスが止まった場合の対策 

稼働させるべき設備 代替策 

調理機器：ガスレンジ 

地震により機器や建物に損傷がない場合の停止 

ホットプレート、電気湯

沸かし器（電気が使用可

能な場合）、カセットコ

ンロ 

給湯設備：給湯機器 

地震により機器や建物に損傷がない場合の停止 

入浴中止、清拭 

 

２．４ 水道が止まった場合の対策 

（１） 飲料水 

非常時に必要となる飲料水の確保は栄養科職員が行う。 

① 500mlペットボトル 1,728本【1人4本/日×3日×(入所者120人分＋職員24人分)】 

② あらかじめ水道が止まることが予想される場合は、空きペットボトルやタンク等で水道
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水を飲料用に確保する。 

（２） 生活用水 

非常時に必要となる生活用水は受水槽の途中のバルブからバケツ等に入れて使用する。 

貯水槽 ： 42,000ℓ 

 

２．５ 通信が麻痺した場合の対策 

① 固定電話 

施設内の固定電話は電気を使用するため、停電時は使用不可。 

② 携帯電話 

施設内停電中でも携帯電話の基地局に電源が供給されている状況ならば使用可能。非常

時の連絡は、緊急連絡網を使用して連携を取り合う。事前にモバイルバッテリーを準備

しておく。 

 

２．６ 情報システムが停止した場合 

施設内が停電した場合パソコンの使用は不可能。停電時は手書きによる日常書類を作

成するなどの柔軟な対応が必要。また雷や浸水、故障など予期せぬトラブルによりデー

タが喪失する可能性があるので、こまめにＵＳＢ等にバックアップすることが必要。 

 

２．７ 衛生面（トイレ等）の対策 

（１） トイレ対策 

施設内が停電した場合は上水道が止まるため、トイレのタンクに水が貯められず使用

ができなくなる。この場合、貯水槽の途中のバルブからバケツ等に入れて使用すること

も可能。また、事前に停電が予想できる場合はバケツに水を貯めておくことにより数回

は使用できる。停電が長時間に及ぶ場合は、仮設トイレとしてポータブルトイレ等を使

用する。 

（２） 汚物対策 

おむつ等の排泄物はビニール袋などに入れて密閉し施設外の倉庫へ保管する。また、倉

庫が許容量を超えた場合はブルーシートなどで覆い倉庫脇に一次保管する。 
 

２．８ 必需品の備蓄 

在庫量、必需品の確認 

行政支援開始の目安である被災後３日目まで、自力で業務継続するため備蓄を行

う。準備した備蓄品はリスト化し、賞味期限や使用期限のあるものを中心に担当者を

決めて、定期的にメンテナンスを行う。 

 

２．９ 資金手当て 

災害に備えた資金手当ては以下のとおりとする。 

（１） 手元資金 

現金は、社会福祉法人南の風経理規程に定めるとおり２０万円を上限として保有す

る。 

（２） 損害賠償保険 

① 建物に関する損害賠償保険は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の「企業財産包括
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保険（火災・風災など）」に加入している（地震は含まれない）。 

② 利用者に対する損害賠償保険は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の「介護保

険・社会福祉事業者総合保険」に加入している。 

③ 自動車に対する損害賠償保険は、東京海上日動火災保険株式会社の「自動車保険」に加入

している。 

 

 

３ 緊急時の対応  

 

３．１ ＢＣＰ発動基準  

災害に関する情報の入手方法・地震・風水害によるＢＣＰの発動する基準は以下のとおりとす

る。 

以下の指標を総合的に勘案して、事業の継続に著しい影響があると判断される場合  

① 交通網の寸断や職員の負傷等による出勤可能な職員の不足  

② 法人所有建物や設備等の被害状況   

③ 電気・上下水道・ガス・通信等の重要インフラの途絶  

④ 食糧等の状況   

 

（１） 災害に関する情報の入手方法 

① 緊急地震速報 

② インターネット、テレビ、防災ラジオ 

③ 大阪府防災情報メール 

④ 堺市役所防災危機管理室 防災情報テレフォンサービス（050-5336-6956） 

 

（２）地震による発動基準 

震度５以上又は通信回線が不能な震災の場合、自主的に各施設に集合、災害対策統括責任者が

緊急に対応する必要があると認めた場合   

 

（３）水害による発動基準  

床上浸水又は通信回線が不能な震災の場合、自主的に各施設に集合、災害対策統括責任者が緊

急に対応する必要があると認めた場合   

 

（４）ＢＣＰ解除 

上記指標等の障害が回復し、事業への支障が解消したと判断される場合 

 

３．２ 行動基準 

被災時における個人の行動基準は以下のとおりとする。 

（１） 職員及び入所者・利用者及び職員の安全確保 

命を守る行動を最優先とし、被害状況を落ち着いて判断し必要に応じて施設外へ避難す

ること。 

（２） 二次災害への対策（火災、建物倒壊など） 

安全が確保できる状況になったら、火災や建物倒壊の危険性がないか点検を行い、危険

個所は立入禁止等の措置を講じること。 

（３） 入所サービス利用者の生命維持 

職員の安否確認を行うとともに、出勤可能な職員を把握し職員数に応じた優先業務の選
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定を行う。また災害状況に応じて優先事業の選定も同時に行う。 

（４） 法人内事業間の連携と外部機関との連携 

① 法人内事業間の連携は緊急連絡網を使用して行うこととし、優先事業の選定で休止にな

った事業所の職員は入所施設で業務を行うこととする。 

② 外部機関との連携を図り人的及び物的の支援を要請する。 

・堺市役所 危機管理室防災課（ 072-228-7605 ） 

・堺市社会福祉施設協議会（ 072-232-5420 ） 

・大阪府社会福祉協議会 （ 06-6762-9001 ） 

（５） 情報発信 

① 利用者の安否確認情報は家族へ速やかに行う。また、災害復旧が長期間に及ぶ場合は定

期的に情報発信を行う。 

② 施設や事業所の被災状況等をホームページ等で情報発信する。公表のタイミングや範

囲、内容、方法などについては慎重に精査すること。 

 

３．３ 対応体制 

災害時における対応体制は以下のとおりとする。 

（１） 情報班（生活相談員、事務員） 

・行政や外部機関と連絡を取り、正確な情報の入手に努めるとともに適切な指示を仰ぎ

施設長に報告する。また、指示事項等を緊急連絡網により施設内の職員で情報を共有

する。 

・利用者家族及び居宅介護支援専門員へ入所者・利用者の状況等を連絡する。 

（２） 消火班（生活支援員、看護師） 

地震発生直後は直ちに火元の点検、ガス漏れの有無などの確認を行い、発火の防止に

万全を期するとともに発火の際は消火に努める。 

（３） 応急物資班（事務員、栄養士、看護師、生活支援員、生活相談員） 

食料や飲料水などの確保に努めるとともに、炊き出しや飲料水の配布を行う。 

（４） 安全指導班（看護師、生活支援員） 

利用の安全確認、施設設備の損傷を確認し報告する。施設長の指示があれば入所者・

利用者の避難誘導を行う。 

（５） 救護班（看護師） 

負傷者の救出、応急手当及び病院等への搬送を行う。 

（６） 地域班（生活相談員） 

地域住民や近隣の施設と共同した救護活動、ボランティア受入体制の整備や対応を行

う。 

 

３．４ 対応拠点 

緊急時対応体制の拠点場所は、養護老人ホーム八田荘の事務所とする。 

 

３．５ 安否確認 

（１） 入所者の安否確認 

施設入所者は、災害直後に生活支援員、看護職員及び生活相談員が安否確認を行い緊

急連絡網で情報を共有する。なお、負傷者がいる場合は応急処置を行い、必要な場合は
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医療機関へ搬送する。 

（２） 職員の安否確認 

災害直後に緊急連絡網を利用して安否確認を行う。また、出勤可能な状況か同時に確

認する。 

 

３．６ 職員の参集基準 

災害時における職員の参集基準は以下のとおりとする。 

（１） 参集方法 

参集する方法は緊急連絡網を利用して行う。通信網が麻痺した場合は、出勤不可能な

場合に該当しない職員で、施設から概ね2.5キロメートル以内の職員は出勤することとす

る。なお、この場合でも出勤に際して道路の陥没や橋梁の落下などにより迂回が困難な

場合は参集しなくてもよい。 

（２） 出勤不可能な場合 

自宅が被災または道路が寸断する等の理由により出勤することで職員に危険が及ぶ場

合には参集は行わないことする。 

 

３．７ 施設内外での避難場所や避難方法 

（１） 施設内の避難 

施設内での避難場所は原則として居室とする。ただし、状況に応じて集会室、廊下、

食堂へ避難する。 

 

（２） 施設外の避難 

□地震により施設外へ避難を開始する判断基準 

・堺市より避難指示が出されたとき 

・建物が倒壊しそうなとき 

・周辺で火災が発生し、こちらに燃え広がる可能性があるとき 

・土砂崩れ等の危険があるとき 

・内装等の損壊、物品の落下等の程度が著しいとき 

・利用者が怖がる等、事業所建物内に留まることが困難なとき 

・施設長が危険と判断したとき 

□風水害により施設外へ避難を開始する判断基準 

・堺市より高齢者等避難が出されたとき 

・建物が倒壊しそうなとき 

・雨漏りや風の吹き込み、または利用者が怖がる等、事業所建物内に留まるこ

とが困難なとき 

・施設長が危険と判断したとき 
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【避難場所及び避難経路】 

① 避難場所 

災害の種類 地震 水害 土砂災害 火災 

避難場所 
堺市立八田荘小学校 

校庭 

所要時間 
徒歩 15 分 

車 5 分 

距離 1100ｍ 

  ・施設内の安全スペースは１階の「集会室」とする。 

  ・集会室の安全が確保できない場合は施設前の「ゲートボール上」を安全スペースとする。 

 

（１）避難場所への避難経路 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・施設前の坂道は利用せず、坂道手前の遊歩道からエレベーターを経由して坂の下へ降りる 

・停電などでエレベーターが利用できない場合は、エレベーター横の階段を利用する。 

  ・坂道の下からは原則、車による避難誘導とする。道中の安全が確認できている場合のみ、徒 

   歩でも問題ない入所者は徒歩での避難を依頼する。 
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③ 避難方法 

 

 

 

 

地 震 

ア 施設内で避難できる場合 

・放送設備を使用して避難開始を伝達し、職員が各室をまわって避難誘導

を行う。 

・避難場所の位置、経路、誘導する職員等の情報を職員、入所者が共有す

る。 

・利用可能な設備や器具、備蓄品等を最大限活用して、職員が協力して入

所者の安全確保にあたり、施設内の安全な場所に誘導する。 

 

イ 施設外に避難する場合 

・あらかじめ定める避難場所、避難経路のうち、災害の状況等に応じて、

避難場所、経路を決定する。 

・放送設備を使用して避難を伝達、職員が各室を回って避難誘導を行う。 

・避難場所の位置、経路、誘導する職員等の情報を職員、入所者が共有す

る。 

・必ず靴を履き、頭部保護のため、ヘルメットや座布団等を使用するとと

もに、転倒した場合に備え、軍手等を着用する。 

・屋外に出るときは落下物がないか、十分注意する。入所者が屋外に出る

ときは特に注意し、落下物があったときに入所者に当たらないよう、職

員が板や毛布等で覆う。 

・いったん屋外に出たら、施設の安全が確認できるまで再び中には戻らな

い。 

・避難経路では、傾いた建物やブロック塀、自動販売機等倒壊のおそれが

あるものには近寄らない。 

・避難は原則、社用車に分乗して行うが、車両損壊や道路寸断等により自

動車が使用できない場合は徒歩で行う。自立歩行ができない入所者につ

いては、車椅子及びストレッチャーを使用する。 

・避難所に着いたら、直ちに点呼を取り、入所者等の安否確認を行う。 

・避難所（堺市立八田荘小学校）では、被災地区から多くの住民が集まっ

てくることが想定されるため、1 箇所に集中して待機する。 

・入所者等の体調や様子をこまめにチェックし、必要に応じて医療機関等

への搬送を避難所運営者に要請する。 

・携帯電話や避難所に設置される電話で家族等に連絡する。 

 

風水害 

概ね地震の場合と同じ。 

ただし、自動車による避難ができない場合には、足元が悪く、強風や豪雨、

浸水等により危険なため、徒歩での避難は避け、堺市や堺市消防本部に応援

を要請する。 

 

火 災 

・放送設備を使用して火災の発生を知らせ、職員が各室を回って入所者の

避難誘導を行う。 

・火災が発生した場所に応じて、火元より遠い避難場所に避難する。 

・屋外の安全な場所に着いたら、逃げ遅れた者がいないか確認する。 
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３．８ 重要業務の継続 

インフラ停止や職員不足、災害時に発生する特有の業務などの理由から業務量が増大する

ことが考えられる。そのため、平常時の対応で選定した優先業務から特に重要な業務の継続

方法を検討する必要がある。ライフラインの有無や職員の出勤状況等に合わせて時系列で整

理する。 

被災時の厳しい状況でも、入所者の生命や健康を維持するためには必ず実施しなければな

らない業務を「重要業務」として選定する。 

 

経過目安 夜間職員のみ 発災後6時間 発災後1日 発災後3日 発災後7日 

出勤率 ３％ ３０％ ５０％ ７０％ ９０％ 

在庫量 １００％ ９０％ ７０％ ２０％ １００％ 

ライフライン 停電、断水 停電、断水 停電、断水 断水 復旧 

業務基準 職員、入所者

の安全確認の

み 

安全と生命を

守るための必

要最低限 

食事、排泄中

心 その他は

休止又は減 

一部休止又は

減とするが、

ほぼ通常に近

づける 

ほぼ通常どお

り 

給  食 休止 必要最低限
のメニュー
の準備 

飲料水、栄養

補助食品、簡

易食品、炊き

出し 

炊き出し、
光熱水復旧
の範囲で調
理再開 

炊き出し、
光熱水復旧
の範囲で調
理再開 

投   薬 休止 薬の確認 重要

な薬を選択の

うえ投薬 

薬の確認 重要

な薬を選択の

うえ投薬 

必要な利用
者に投薬 

必要な利用
者に投薬 

水分補給 応援体制が
整うまでな
し 

飲料水準備
必要な利用
者に介助 

飲料水準備
必要な利用
者に介助 

飲料水準備
必要な利用
者に介助 

飲料水準備
ほぼ通常ど
おり 

入浴介助 失禁等ある
利用者は清
拭 

適宜清拭 適宜清拭 適宜清拭 光熱水が復
旧次第入浴 

 

３．９   職員の管理 

災害の状況に応じて、職員は極限の状況で業務を続けなければならないことが想定される

ので十分な配慮が必要となる。休憩や宿泊スペース、勤務シフトに関することは以下のとお

りとする。 

（１） 休憩、宿泊スペース 

災害発生後は職員が長期間帰宅できない場合が考えられるため、施設内での休憩、宿

泊スペースが必要となることを考慮して場所を検討しておく。（宿直室、会議室、応接

室、集会室、集会室控室など） 

（２） 勤務シフト 

職員の体調や業務負担の軽減に配慮し、参集職員の人数を考慮し勤務シフトを作成す

るものとする。 

 

３．１０ 復旧対応 

（１） 破損個所の確認 
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災害直後に施設内外や設備等に破損がないか確認し、発見した際は写真等を撮り記録

するとともに速やかに保守管理業者へ修繕の依頼を行う。特にライフラインに関係する

設備は優先して復旧を行う。 

（２） 業者連絡先一覧の整備 

ライフ 

ライン 

電気 

ガス 
関西電力南大阪営業所 

0800-777-8810 

0800-777-3081(停電) 

 

大阪ガス南部事務所 0120-3-94817  

水道 堺市上下水道局 072-251-1132 072-252-4132 

電話 ＮＴＴ西日本関西支店 0120-444-113  

    

設備 

委託先 

給食業者 日清医療食品関西支店 06-6365-3301  

防災設備 防災計測 06-6582-3950 072-262-1150 

水道設備 寿水道 072-234-2351  

冷暖房設備 ダイソーブレーン 072-233-7384  

ろ過ポンプ ローレル 073-461-1155  

非常用発電機 東洋産業大阪支店 06-6307-8183  

ボイラー 日本サーモエナー南大阪支店 072-226-5165  

エレベーター 三菱電機ビルテクノサービス 072-232-6721  

自動ドア ナブコドア堺営業所 072-226-3335  

    

 

（３） 情報発信 

災害による被害の状況や復旧の進行度合いなどは、ホームページ等を利用して情報発

信する。公表のタイミングや範囲、内容、方法などについては慎重に精査すること。 

 

 

4 他施設との連携 

４．１ 連携体制の構築 

（１） 連携先の協議 

堺市および社会福祉法人南の風との連携を確保する。 

（２） 協定書 

堺市との福祉避難所設置について協議する。 

（３） 地域のネットワーク等の構築と参画 

法人内での物資補給、人員応援について連携を図る。 

 

 

５ 地域との連携 

５．１ 福祉避難所の運営 

 

福祉避難所開設の事前準備 

堺市より、福祉避難所としての指定は受けていないが、災害発生後、堺市より福祉避難所

として避難行動要支援者の受け入れ要請があった際は、受け入れるのに必要な物資等（食料、

飲料水、寝床、仕切り板など）を事前準備する。 


